
平成２９年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １１ 府 省 庁 名      文部科学省    

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

退職等年金給付の積立金に対する特別法人税 

 

 

・特例措置の内容 

 

退職等年金給付の健全な運営を確保するため、積立金に対する特別法人税の撤廃を要望する。 

 

 

 

関係条文 

地方税法 第51条、第314条の４ 

法人税法 第８条、第83条、第84条、第87条 

第145条の４、附則第20条 

租税特別措置法 第68条の４ 

減収 

見込額 

［初年度］   －   （  －  ）  ［平年度］  －   （  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

要望理由 （１）政策目的 

新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付制度について、私立学校教職員及びその遺族の生

活の安定と福祉の向上を図り、私立学校教育の振興に資する観点から、積立金に対する特別法人税の撤

廃を行う必要がある。 

 

（２）施策の必要性 

特別法人税が課税された場合、あらかじめ備える積立金が減少し、積立状況の悪化につながり、運用

結果が赤字の場合にも課税されるため、さらに財政状況の悪化を招く可能性があるなど、年金資産の運

用に著しい影響があることから、退職等年金給付制度の加入者(私立学校教職員)等の保護及び私立学校

教育の振興の大きな阻害要因となる。 

このため、運用時の特別法人税課税の撤廃を行い、加入者保護等を図る必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 

ページ １１―１ 



 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策目標６ 私学の振興 
施策目標６－１ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 

＜教育振興基本計画＞ 
基本施策２９ 私立学校の振興 

 

政策の 

達成目標 

特別法人税の撤廃により、加入者等の安定した老後の所得確保を図り、私立学校教育の振興に

資する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久措置。 

同上の期間中

の達成目標 

特別法人税の撤廃により、加入者等の安定した老後の所得確保を図り、私立学校教育の振興に

資する。 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

退職等年金給付の制度の加入者等に(約 53 万人(平成27 年度末))影響がある。退職等年金給

付の業務を行う日本私立学校振興・共済事業団が特別法人税の納税義務者である。 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

退職等年金給付の積立金の確保が図られることにより、加入者等の安定した老後の所得確保

を図り、私立学校教育の振興に資することができる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

退職等年金給付制度については、掛金時等の拠出時及び給付時等において、税制上の所要の

措置が講じられている。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 

退職等年金給付の制度の加入者等の安定した老後の所得確保を図り、私立学校教育の振興に

資することができる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 － 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

－ 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

これまでの要望経緯 

平成26年度税制改正要望において、退職等年金給付制度の創設に伴う所要の措置を要望し、

平成26年度において特別法人税の課税停止が延長されている。 
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